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中央建設業審議会 

建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループ（第５回） 

令和元年１１月１１日 

 

 

【平林建設業政策企画官】  では、ほぼ定刻になりましたので、ただいまから第５回中

央建設業審議会建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループを開催させていただき

ます。委員の皆様方には、ご多忙のところお集まりいただきまして、まことにありがとう

ございます。 

 本日お手元に配付いたしました資料の一覧は、議事次第に記載のとおりでございますが、

不足はございませんでしょうか。ございましたら、挙手にてお申し出いただければと思い

ます。 

 また、報道関係の皆様の冒頭のカメラ撮りは、議事に入るまでとさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 本日のワーキンググループには委員の過半数の出席をいただいておりますので、中央建

設業審議会建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループ運営要領第３条第１項の規

定による定足数を満たしていることをご報告申し上げます。 

 また、本日は、一般社団法人日本建設駆体工事業団体連合会会長の大木勇雄委員よりご

欠席の連絡を頂戴しておりますことをご報告いたします。 

 なお、同運営要領第４条第１項により、本委員会は公開されております。 

 それでは、議事に入らせていただきます。これ以降の議事の進行につきましては、大森

座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 その前に、マイクについて申し上げますけれども、幾つか固定のマイクがございますが、

もしそれを使える位置にいらっしゃる方につきましては、まず挙手の上、手元のところで

ボタンを押していただきますと、こちらのように赤く光る格好になってございます。台数

の都合上、ほとんどの方の前にはマイクがございませんけれども、その場合につきまして

は、同じく挙手をいただければ、係の者がハンドマイクを持ってお渡しいたしますので、

そちらでお話をいただければと思っております。 

 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。これ以降の議事の進行は大森座長

にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 
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【大森座長】  それでは、早速ですが、議事次第に入らせていただきたいと思います。

建設工事標準請負契約約款改正案につきまして、事務局からご説明をお願いします。 

【平林建設業政策企画官】  引き続き事務局よりご説明を申し上げます。 

 今回、資料の数がかなりたくさんありますけれども、まず資料１から資料４までにつき

ましては、今回ご議論をいただきまして取りまとめに向けて進んでいこうと思っておりま

すそれぞれの約款の改正案、改正後の形のものでございますけれども、を添付させていた

だいております。 

 それから、資料５でございますけれども、こちらは前回、第４回の指摘事項に関する整

理についてという横のポンチ絵になっておりますけれども、こちらは前回、委員の皆様か

らいただいたご意見について、このような考え方で整理するということでいかがかという

ことをまとめさせていただいている紙でございますので、まずこの資料５をベースにして

見ていただきながら、それから、その下に参考資料１から４までということで新旧対照表、

これは前回もお示しをさせていただいておりますけれども、こちらが資料１から４の改正

後のやつよりも、今との比較でどう変わったのかということが見えてくるところがござい

ますので、資料５を基本に見ていただきながら、適宜、条文については公共、参考資料１を

ベースとしてお話をさせていただきますけれども、一部のものにつきましては、民間にし

かないようなものですとか、民間のほうが規定がわかりやすい部分というのがございます

ので、そちらについては適宜、参考資料２をごらんいただくという形で説明を聞いていた

だければと思います。資料が混在いたしまして恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まずベースといたします資料５を１枚おめくりいただければと思います。横

になってございます第４回の指摘事項に関する整理についてという紙でございます。 

 １ページ目、催告による解除関係ということで、公共約款ですと４７条、こちらは参考

資料の４０ページをあわせてお開きいただければと思ってございます。ここの部分につき

まして、参考資料１の４０ページでございます。ここのところに催告解除の部分が書いて

ございますけれども、まず下の旧のほうをごらんいただければと思いますが、４０ページ

のちょうど中ほど、最後の４号というところで、いわゆるバスクロ規定になりますけれど

も、「前３号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達する

ことができないと認められるとき」という文言がございました。これを上の６号にありま

すとおり、「前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき」という形で前回も修正

案を出させていただいておりましたけれども、このときに、現行の規定にある「目的を達
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することができない」という文言が落ちているけれども、これによって解除の要件が広く

なり過ぎているのではないかというご意見をいただいたところでございます。 

 確かに字面上、４号、６号といったところでは、「目的を達することができない」という

文言を落とさせていただいておりますけれども、一方で柱書き、ちょうど同じ参考資料１の

４０ページの右上でございますけれども、ただし書きのところで、「その期間を経過した時

における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、こ

の限りでない」ということが今回の民法改正に従って文言を入れさせていただいておりま

すけれども、今申し上げたとおり、軽微である場合には解除できないとなっておりまして、

これまで契約解除できなかった「目的を達することができない」とは言えない契約違反の

うち、軽微であるものについては引き続き解除ができないと考えているところでございま

す。 

 ここの部分、今回の民法改正で新たに導入された部分でございますので、実際にどのよ

うな場合が軽微であるときに該当するのかということにつきましては、今後の判例の蓄積

等々によるところにはなってまいりますけれども、今回の民法改正を踏まえて、原案のと

おりの規定にしてはいかがかと考えてございます。おそらく目的を達することができない

ものについては、無催告のほうで処理をされるということになるんだと思っておりますが、

ここの部分、このように考えているところでございます。 

 続きまして、資料５を１枚おめくりいただきまして資料５の２ページ目をごらんくださ

い。条文のところは同じく参考資料１の４０ページの部分でございますが、前回、ほぼこ

のワーキンググループの中でも皆様方に結論として出していただいた格好になっているか

なと思いますけれども、確認的に議論にのせさせていただきますけれども、前回、条文で

いきますと、ちょうど４７条が催告解除というところになっておりますけれども、ちょう

ど右上の１号のところ、「第５条第１項の規定に違反し、請負代金債権を譲渡したとき」と

いうのが消えております。これは譲渡制限特約に違反して請負代金債権を譲渡したときに

ついて、前回、事務局の案ですと、もともとの状態に戻すということで催告をするという

ことでどうかというご提案を申し上げましたけれども、ここについてはもともと譲渡して

はならないという規定があって、それに違反しているのだから催告をする必要もないので

はないか、無催告でよいのではないかというご意見をいただいて、ほぼほぼ委員の皆様も

そのような形で賛同していただいたのかなと思ってございます。 

 つきましては、今回、事務局といたしましても、委員の皆様のご意見を踏まえまして、
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前回、４７条、催告解除で整理をしておりました譲渡制限特約に違反した請負代金債権の

譲渡につきまして、これを４８条第１号のところにございますけれども、無催告解除の世

界に整理をするということでいかがかと考えているところでございます。 

 続きまして、３点目でございますが、資料５、１枚おめくりいただきまして３ページ目

をごらんいただければと思います。こちらにつきましては、民間の約款の規定でございま

すので、恐縮でございますが、参考資料２、民間の甲の約款の２８ページをお開きいただ

きたいと思います。４０条２項というところでございますが、発注者の損害賠償請求につ

いて規定があるところでございますけれども、ここの参考資料２の２８ページの２項のと

ころで、延滞利息という履行遅滞の金利について年１０％ということが書いてございます

けれども、前回、委員から現在の経済社会情勢に照らして過剰な負担なのではないか、も

う少し引き下げてもいいのではないかというご意見をいただいていたところでございます。 

 確かに、下に表を書かせていただいておりますけれども、公共の比率につきましては、

そこに書いてございます、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定によって財務大

臣が定める率ということになっておりまして、直近では年２.７％ということになってお

ります。 

 一方で、そのさらに下にございます労働者賃金ですとか下請の関係で規定をしておる率

というのは、いずれも１４.６％ということになってございます。 

 また、民間の連合協定の方でも年１０％ということで、実務上、慣習的に使われている

ということもございますので、これら１４.６ですとか１０という金利との関係では、現在

の１０％という率が必ずしも高いということではないのかなと思っているところでござい

ますけれども、ここの部分は受発注者双方の合意が得られるかというところでございます

ので、後ほどもしご意見があればご議論をいただければと思っておりますけれども、事務

局案としては、ほかの金利水準に照らすと過剰な負担ということではないのではないか。

したがって、現行のまま改正しないということでいかがかと考えているところでございま

す。 

 続きまして、資料５の４ページ目をごらんいただきたいと思います。参考資料につきま

しては、参考資料１に戻っていただきまして、条文は４４ページ、公共約款の５４条をご

らんいただきたいと思います。ここのところには解除に伴う措置が累々、特に公共につい

ては書いてございますけれども、前回、委員から、工事完成前の解除について、工事費の

請求ができないけれども、受注者の損害というのはどうなるのか。完成前であっても、あ
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る程度、契約に基づいて受注者としては仕掛かりをしている部分があって、それが無駄に

なってしまうということなので、その損害をどうにかしてもらえないのかというご意見か

と認識をしております。 

 ここの部分につきましては、現行の約款でも、出来形部分のうち検査に合格した部分に

ついては、発注者が出来形を引き受けるということが第１項のところに、「発注者は、この

契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合

格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを

受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなけ

ればならない」と書いてございます。利益を受ける部分について請負代金を支払うという

ことになっているわけでございますが、これは民法の原則との関係でいけば、完成物の引

き渡しとともに請負代金を支払うということなわけでございますけれども、この民法の原

則を建設工事の特性から上書きをしている部分と認識をしているところでございます。 

 それとの関係でいきますと、出来形に計上されない部分につきましては、発注者の側か

らすれば、発注者として利益を受ける部分ではないということでございますので、民法の

原則を考慮いたしますと、その部分についても発注者に対して負担を求めるということは

酷ではないかと考えられるところでございますので、現行の約款のとおり、出来形部分が

できて引き渡しをされれば、その部分についてはお支払いをしていただくということです

けれども、そこまでいかないものについては、基本的には受注者の負担という現行の考え

方を維持するということでいかがかと思っているところでございます。 

 それから、資料５、横紙の５ページ目をごらんください。こちら参考資料１では４９ペ

ージ、公共約款の５７条の関係でございます。担保期間の関係でございます。ここの部分

につきまして、前回、もともと２年請求ということでいっておりましたけれども、前回の

会議の中で、請求を行うために損害額の算定の根拠を示すところまで求めるのは、発注者

に対して酷なのではないかと。特に一般の消費者に対してこれを求めるというのは非常に

厳しいのではないかというご指摘をいただいたところでございます。 

 そのご意見を踏まえまして、今回、参考資料１の４９ページ、５７条の条文をあわせて

ごらんいただければと思いますけれども、ご指摘を踏まえまして、まず基本的には、担保

期間である２年のうちに通知を行っていただくということにしようと思っております。一

方で、通知で足りるということにした場合に、民法の規定をそのまま適用することにいた

しますと、主観的消滅時効の５年間、請求ができるということになってくるところでござ
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います。 

 ただ、ここの部分につきましては、通知後、請求までに最長、今の民法の原則でいくと

５年間ということになるわけでございますが、長期間経過をいたしますと、施工上の契約

不適合によるもともとの損害と、その間の使用上の減価をめぐって争いが生じたり、あと、

とあるときに通知をされて、５年間ずっと請求が来ずに、いつ来るのかということで、通

知を受けた受注者を長い期間、不安定な地位に置くということもまたこれは酷であると考

えられるところでございますので、通知した後、１年以内に請求を行うということにして

はいかがかと考えてございます。 

 一方で、ここの部分についてなんですけれども、一律に通知と請求の２段階の手続とす

るということにつきましては、期間内に請求までできる方にとっては負担が増加する。わ

ざわざ通知をしないといけないという手続をかませるということになりますので、ここの

部分、次の資料５の６ページ目にイラストとして描いておりますので、あわせてごらんい

ただければと思いますが、２年、もしくは設備等については１年でございますが、この期

間内に通知または請求を行うということといたしまして、この間に通知を行った場合につ

いては、通知から１年以内に請求をする。このオレンジのラインでございますけれども、

そういった形で規定をするということにしてはいかがかと思ってございます。 

 ここの部分でございますけれども、条文でいきますと４９ページのところ、５７条のと

ころで、原則として、１項のところで２年以内に通知または請求を行わなければ、追加請

求等々ができないと書いてございまして、隣の２項のところで、前回ご議論いただきまし

たけれども、設備機器等々については、次のページ、５０ページにまたがっておりますけ

れども、１年ということになっております。ここの部分につきまして、隣１項、飛ばしま

して、４項のところでございますけれども、通知につきましては、契約不適合の内容を通

知することで行い、通知を行った後請求をしようとするときは、通知から１年以内に請求

する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならないということを書か

せていただいておりまして、隣の５項のところで、請求については、「具体的な契約不適合

の内容、請求する損害額の算定の根拠など当該請求の根拠を示して、発注者の契約不適合

責任を問う意思を明確に告げることで行う」という少し具体的な方法も書かせていただい

ているところでございます。 

 ここの部分、同じく論点がある部分がございますが、資料５、１枚おめくりをいただき

まして７ページ目をごらんいただければと思います。条文上は、今飛ばしました参考資料
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１の５０ページ、５７条３項の部分でございますけれども、故意または重過失の場合の担

保期間につきまして、前回は、故意・重過失により生じたときは前２項の規定を適用しな

いという旨を書いてございましたけれども、これだけですと、どうなるのかというのがわ

かりづらいということで、故意・重過失の場合の担保期間についても約款で規定したほう

がいいのではないかというご意見をいただきました。その際、民法の原則、例えば１０年

ということでどうかということがご意見としてございましたけれども、ただ一律に１０年

としてしまいますと、今回の民法、知ってから５年の主観的消滅時効を超える担保期間が

設定されるということになってしまいまして、民法の規定以上に要件を加重することにな

ってしまうということでございます。 

 これまでも約款では、故意・重過失の場合には、民法が規定するもともとの瑕疵担保期

間と同一の期間としておりますので、今回につきましても、故意・重過失の場合について

は民法の規定を適用する。すなわち、客観的消滅時効の１０年または主観的消滅時効の５年

の短いほうにして、２年なり１年の特則は適用しないということで、この部分を条文上は、

「前２項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは

適用せず、民法の定めるところによる」ということで、民法の規定に立ち返るという趣旨

を明確に書かせていただいているところでございます。 

 それから、同じく、まさにここの部分、関係するところがもう一つ論点としてございま

す。資料５の８ページ目をごらんいただければと思いますが、条文上は、こちらの４９ペ

ージから５０ページにまたがる部分になってございますけれども、どちらかというと、こ

この部分については、民間の甲の約款を見ていただいたほうが関係がわかりやすい部分が

ございます。参考資料２の２９ページ、ちょうど同じ部分なのではございますけれども、

参考資料２の２９ページ、４２条のところをごらんいただければと思いますけれども、ま

ずここの部分につきましては、現行の２９条２項のところで、木造１年、コンクリ造等２年

という原則が書いてございまして、ただし、その瑕疵が受注者の故意または重過失によっ

て生じたものであるときは、５年、１０年ということで民法の規定に立ち返るということ

になっております。 

 ３項のところで、建築設備の機器等につきましては、基本的には引き渡しのときに直ち

に検査をしてということでございますが、隠れた瑕疵については１年間ということになっ

てございます。これを見ていただきますと、字面上は、故意・重過失であるとき、設備機

器等の担保期間については１年になっているように見えるような格好になっているところ
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でございます。ここの部分、今回の改正案といたしましては、上の４２条のところにござ

いますとおり、１項で原則の話をいたしまして、２項のところで設備機器等については１年

にいたしまして、３項のところで、「前２項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過

失により生じたものであるときには適用せず、民法の定めるところによる」となっており

ますので、今回、その意味でいきますと、２項の建築設備の機器等についても、故意・重

過失のときには民法の原則に立ち返るということが明文上、明確に書かれているという案

になってございます。ここの部分について、現行と書きぶりが違うので、これまでと同様

に適用しなくていいのではないかというご意見をいただいたところでございます。 

 ただ、ここの部分につきましては、対応方針の横紙の資料５の８ページの２ポツ目でご

ざいますけれども、故意・重過失の場合であっても１年なりという期間を維持するという

ことにいたしますと、例えば故意に契約に適合しないものを備えつけた場合などについて

も責任を負わなくていいということになってしまいまして、発注者が著しく不利というこ

とになるのかなと思ってございます。 

 現行の約款でも、私ども民法の５年、１０年の原則を２年、１年に短縮しておりますけ

れども、請負者の故意または重過失により生じた瑕疵につきましては、発注者と請負者の

利益の平衡の観点から瑕疵担保期間を短縮することは適当ではないということで、故意・

重過失のときには民法の原則に立ち返るということで規定をしておるところでございます。 

 つきましては、設備機器等の担保期間につきましても、検査において一般的な注意のも

とで発見できなかった契約不適合に係る担保期間は１年とした上で、故意・重過失につき

ましては、民法の消滅時効の規定を適用するということにしてはいかがかと考えていると

ころでございます。 

 それから、最後、ここは具体的に条文をお示ししづらいところではございますが、資料

５の９ページ目をごらんいただきたいと思います。これは監理者の取り扱いについてとい

うことでございますけれども、監理者という用語につきましては、民間の約款にだけ出て

くる話でございますので、参考資料２の全体に係る話でございますけれども、ページとい

たしましては、まず７ページの９条、監理者のところをごらんいただければと思います。 

 ここの部分につきまして、現行は発注者と受注者、それから発注者から監理契約につい

て委託を受けた監理者というのが登場しているわけでございますけれども、この３者が対

等な３者契約みたいな関係で全体の条文上、位置づけられているところがございました。

ここの部分につきまして、建設工事につきましてはご承知のとおり、発注者と受注者の２者
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間の契約によるものであって、あくまでも監理者の監理業務は、発注者と監理者の間の監

理契約によるものということでございますので、その点が明確になるように条文を修正さ

せていただこうということでございます。 

 場所ということで言えば非常に多岐にわたりますので、さまざまなところに出てくるの

でございますけれども、例えばということでいきますと、１３ページの第１７条２項とい

うところをごらんいただければと思いますが、ここのところは、図面及び仕様書に適合し

ない施工があったときの取り扱いでございますけれども、現行の２項につきましては、監

理者が図面とか仕様書に適合しない疑いのある施工について、その理由を受注者に通知の

上、発注者の書面による同意を得て検査をすることができるとなっておりますけれども、

ある意味で第三者である監理者が表に出てきているところでございます。ここのところを

先ほど申し上げました、あくまでも受発注者の関係であって、監理者は補助者であるとい

うことを明確にするために、２項、上のところをごらんいただければと思いますが、発注

者（発注者が本項の業務を監理者に委託した場合には、監理者）は受注者にその旨を通知

して検査するということで、基本的に受発注者の関係ということで整理をさせていただい

ているところでございます。 

 ここの部分、ポンチ絵の中には描いてございませんけれども、現行１６条４項とかのと

ころにも、現行、下のところ、同じ１３ページでございますが、発注者、受注者、監理者

が協議して決めるとなっておりますけれども、ここのところを受発注者の関係に変更した

りですとか、次の１５ページのところで、受発注者と、ここも３者が出てきておりますけ

れども、こういったところも整理をさせていただいているところでございます。ここも実

態上は、これまでも民間の甲乙の約款につきましては、民間の旧四会約款とも平仄をとっ

て改正をしてきたところでございますけれども、私どもの改正が必ずしも追いついてない

部分もございましたので、ここの部分、発注者と受注者の２者の関係を明確に示すという

観点で、全体的に修正を図ってまいりたいと思ってございます。 

 それから、前回いただいたご意見ということで言えば、ここまでで以上でございますけ

れども、今回、前回お示しさせていただいたものを修正させていただいておりますので、

参考資料１でもう一度、一通り条文をなぞっていければと思ってございますけれども、ま

ず１ページ目のところにつきましては、４号のところで、今回の建設業法の改正を受けて、

工事を施工しない日、工事を施工しない時間帯という項目を追加させていただいていると

ころでございます。 
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 それから、少しめくっていただきまして５ページ目のところに契約保証の話が出てまい

りますけれども、ここの３項の部分でございます。細かい部分でございますけれども、前

回、政策的な理由で、破産管財人による解除についてもちゃんと契約保証で保証しなけれ

ばならないということを現実の問題を踏まえて今回書かせていただくということでござい

ますけれども、これの３号、金融機関等の保証についてが抜けておりましたので、これを

３号から５号までということで契約保証の関係をカバーできるように少し修正をさせてい

ただいているところでございます。 

 それから、次の６ページ目と７ページ目のところにつきましては、これまでの会議の中

でいろいろとご議論いただきました権利義務の譲渡、譲渡制限特約のところでございます

けれども、注書きのところで、検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合について

は、基本的には発注者の承諾を得た場合として認め得るというところでございまして、３項

のところで、公共につきましては、前払い金の使用や部分払いによってもなおこの契約の

目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、特段の理由があ

る場合を除き、１項ただし書きの承諾をしなければいけない。 

 隣の４項のところで、そのときに、譲渡に得た金銭をその工事の施工以外に使ってはい

けない、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならないということで規

定を置かせていただいておりまして、この３項と４項が選択制という形になっているとこ

ろでございます。 

 それから、しばらく飛んでいきまして１１ページの１０条のところで、今回、建設業法

で監理技術者の現場兼務を可能にする制度を設けておりますけれども、この中で監理技術

者補佐という人間が登場しておりますので、それについても通知をしていただこうという

ことで、関係の修正が１２ページ、１３ページというところに続いているところでござい

ます。 

 それから、細かいところは飛ばさせていただきますけれども、１９ページのところで著

しく短い工期の禁止ということで、今回、品確法ですとか建設業法で改正をされて、この

部分、追加になっておりますので、そこの趣旨を入れさせていただいているところでござ

います。 

 それから、ここからはかなりしばらく飛ぶことになりますけれども、条ずれ等々はござ

いますが、３８ページの４５条からは、これまで２回ほど非常に綿密にご議論いただきま

した契約不適合責任のところでございまして、４条のところで定義規定を置いたり置いて
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なかったりというところがございますので、どちらの場合であってもこれをカバーできる

ように、ここでも規定をさせていただいているところでございます。このときに、２項、

３項のところで、代金減額云々といった話も今回の民法改正を踏まえて追加をさせていた

だいております。 

 それから、その後につきましては、４６条で発注者の任意解除権を書きまして、前回も

ご議論いただきました４７条のところで催告解除、ここのところで１号のところ、先ほど

の譲渡制限特約の規定に違反をして、工事の施工以外にそのお金を使ったですとか、書類

をちゃんと出さなかったというところについては、このあたりのところで読むとともに、

４８条のところが、こちらは無催告解除でございますけれども、５条１項譲渡制限特約自

体に違反して、これは請負代金債権を譲渡したということをもって解除するというパター

ンをここのところに書かせていただいております。 

 ２項以降のところは、前回お示しをさせていただきましたけれども、民法改正の趣旨を

建設工事になぞらえて細かく記載をさせていただいたというところでございます。 

 それから、受注者につきましても、４３ページと４４ページのところでございますけれ

ども、発注者も催告解除と無催告解除ということで分けて書いてございますので、今回、

受注者につきましても、５１条で催告解除、５２条で無催告解除ということで整理をさせ

ていただいたところでございます。 

 それから、４４ページの５３条のところでございますけれども、これも発注者の解除権

のところもそうなんですけれども、受注者の帰責事由による場合を除外するということを

規定させていただいているところでございます。 

 それから、５５条、４６ページのところでは、発注者の損害賠償請求ということが書か

れておりますけれども、ここのところも、帰責事由のときに限られるということが２項に

も係るように３項を新たに起こさせていただいております。４７条のところでございます。 

 それから、受注者の損害賠償責任というのが４８ページのところにございますけれども、

これも第２号ということで追加をさせていただいておるというところで、５７条のところ

からは、先ほど申し上げました契約不適合責任期間ということで、２年、１年、請求・通

知といった話が出てくるということになっているところでございます。 

 非常に雑駁な説明で恐縮でございますが、概略、以上と考えてございます。基本的には、

前回頂戴いたしました意見、資料５をもとに、今回、条文を整理させていただいたつもり

でございますので、こちらにつきまして委員の皆様方から改めてご意見を頂戴できればと
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思ってございます。 

 事務局としての説明は以上でございます。 

【大森座長】  どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関して

のご質問、ご意見等ございましたら、挙手の上、ご発言のほどお願いします。どうぞ。 

【山崎委員】  民間工事契約約款の甲で、例の１０％のところなんですけど、前回、私

のほうで言わせてもらった、１０％、今の経済情勢に対しては非常に厳し過ぎるんじゃな

いかということを言わせてもらいました。今回の民法改正と関係ないということで変えて

ないのかなとは思うんですけど、一方で、今回、民法の改正で通常の法定利率は、今まで

年５％だったのが、今の経済情勢に鑑みて年３％にそもそも下げていると。それからさら

に、法定利率も法務省令でさらにそれ以下で決めていくということで、民法全体が経済実

態に合わせようとしていると思うんですよね。それに対して１０％という、あまりにも高

い。 

 これは受注者が１０％という、しかも工期におくれるというのは非常によくある話かな

と思われるところで、それで１０％となると非常に厳し過ぎるんじゃないか。逆に、発注

者が支払いがおくれたら同じように１０％となっているんですけど、発注者と受注者の力

関係から言うと、１０％だから発注者は１０％出せといっても、ほとんど実際にはできな

くて、基本的にはこの関係というのは、一方的に発注者から受注者に対してだけ使われる

ような感じで、規定だと思われるので、その規定があまりにも厳し過ぎるというのは、か

なり経済実態にも合ってなくて、それが民法の改正の趣旨にも合ってないんじゃないかと。 

 それから、前回言い忘れたんですけど、乙は１０％が１４.６％になっているんですね。

これもまた非常に、法律違反とか何とかのときに大体１４.６％と今もよく使われている

と思うんですけど、そういった法律違反でもない、遅滞のようなことで１４.６％というの

を請求されるというのは、あまりにもひど過ぎるんじゃないかと。せめて○％として、実

態に応じて当事者で話し合うとしたらいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでし

ょうか。 

【大森座長】  ありがとうございます。この点に関してはほかのご意見。仲田委員、ど

うぞ。 

【仲田委員】  民間甲の４０条２項は「前項第１号の場合」と書いてありまして、前項

第１号というのは、「契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないとき」で、

その前提となる４０条のただし書きで、「その債務の不履行がこの契約及び取引上の社会
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通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この

限りでない」と書いてありますので、これは受注者に帰責事由がある場合のペナルティー

的な意味合い、引き渡しが遅延したペナルティー的な意味合いがあるときであって、受注

者に帰責事由がない場合は１０％は適用されないんじゃないかと思うんですね。そういう

意味では、受注者の帰責事由で履行遅滞、引き渡しが遅滞になるということを防止しよう

という牽制の趣旨、違約の趣旨が入っていますので、決して不合理ではないと私は考えま

す。 

【大森座長】  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

【泉委員】  日建連ですけれども、担保期間関係なんですが、資料５の６ページ……。 

【大森座長】  今の件。とりあえず今の件で何かほかに。 

【山崎委員】  私どもとしては、責めに帰すべき事由がある場合だろうとは思うんです

けど、それにしても、今までも同じような状態で、民法の原則が５％のときに１０％にな

っているというのが、民法の原則が変わったのに今までと同じでいいんだろうかという問

題意識なんですね。同じように、とにかく帰責事由があれば１０とか１４.６だというのは、

民法が今変わっている、経済実態に合わせようという趣旨に適合しないんじゃないかなと。

牽制的なものかもしれませんけど、建設工事の場合はちょっとしたことで遅滞というのは

起きるので、発注者の目から見ると、それは帰責事由があるぞと、おまえの下請をうまく

回さなかったからおくれたんじゃないか、おまえのせいだと言われるとなかなか反論しづ

らいところなんかがあったりして、帰責事由があるから大丈夫だ、帰責事由がない完璧な

工事を常に君たちはやれと言われても、そこら辺はなかなか難しいのじゃないのかなとは

思うんですけど。 

【大森座長】  ありがとうございます。議論を整理するために確認だけしてほしいんで

すけど、今の帰責事由の有無というのは、最終的には争いになれば裁判所で決めるしかな

いんです。そのリスクを考えてパーセンテージまで反映するかという話と、ちょっと切り

離して考えて、基本的には帰責事由があるときの損害賠償の率という前提で議論をちょっ

とだけ整理させてください。 

 あるという前提で考えたときに、例えば○％としたときに、当事者同士で実際に○％で

決まるのかという議論もあると思うんですね。今山崎委員から貴重なご意見をいただいた

んですが、例えば何％として決まるか不安はありますね。当事者同士では、例えば力関係

でいったら、２０％と言われたら、押し切られたらそれまでというのも幾らでもあると思
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うし、どうかなというので、非常に示唆に富んでてなるほどと思うご意見なんですけど、

今の段階でとりあえず１０％を変えるということに対していくと、発注者側のご意見もご

ざいます関係もありますので、○％というのはもう少し検討して、次回あたりというのも

１つの手かなという気もしないではないんですけど、どうでしょうか。もし山崎委員もこ

の辺でご納得できないということになると、それを無視して進めるわけにもいかず、なか

なかしんどいところなんですけど、とりあえず１０％ということでほかにご意見もなさそ

うなので、進めさせていただいて、少し検討課題という形で様子を見ながら、適宜また修

正もということぐらいでいかがでしょうか。 

【山崎委員】  もともと私、ちょっと個人的かもしれませんけど、１４.６％、いろんな

法律でペナルティー的なやつを１４.６％で統一しているのがあるんですけど、ああいっ

たものも現下の情勢からすると、これは厚労省の法律であったり、建設業法自身もそうな

んですけど、全てある時点できちんと見直さないといけないんじゃないかなと思っていま

す。 

 とにかく、今の金利情勢というのは、日本のいろんな法律形態とかなりずれている部分

があって、ある程度、民法がそれを改善しようとしているのに対して、行政法規なんかは

ほとんどそれを無視して１４.６％をずっと固守しているというのは、私自身は非常に気

になっている。その点でずっと申し上げているところもありますので、全体的な見直しの

中でいろいろご検討いただければと思います。 

【大森座長】  ありがとうございます。では、そのように取り扱わせていただきます。

ありがとうございます。 

 ほかに。泉委員、どうぞ。泉委員が先に、さっき言いかけたので。 

【泉委員】  資料の５なんですけれども、６ページ、請求と通知の関係が出ておるんで

すけれども、公共約款の５０ページに条文が実際にあるんですが、通知をして１年以内に

請求のところはいいんですけれども、例えばこれを見ていますと、引き渡してから二、三

カ月後に瑕疵が出て、すぐ通知をした場合に、そこから１年といいますと、２年の請求期

間の終わる前に請求期間が終わってしまうということになるので、通知をしたときには、

原則は２年の請求期間内に請求を行う。または、通知して１年以内に行わなければならな

いという又書きぐらいにしておいたほうがよろしいんじゃないかなと思うんですが、いか

がでしょうか。 

【大森座長】  ありがとうございます。事務局、お願いします。 
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【平林建設業政策企画官】  ご意見ありがとうございます。確かに今おっしゃられたと

おり、現行も２年とか１年ということになっておりますけれども、ある意味では、早くで

きるので早くやってしまったら、とりあえず気づいたので通知をしましたと。そしたら、

１年の請求が適用されて、それを過ぎたらもうできなくなってしまいましたというのは、

今の規定との関係でも、より期間が短くなってしまうという問題があるのかなという気も

いたしますので、その意味でいきますと、文言上、どういうふうに規定をするかというと

ころは少し考えさせていただければと思いますけれども、基本的には２年以内に請求、通

知ということにしまして、最後の後半の１年であれば、そういった問題がひっかかってく

るというところでございますので、通知云々も含めて、最初の２年というのは絶対のあれ

としまして、２年目に入ってから通知をした場合にはそこから１年という整理をさせてい

ただければ、今の２年よりも短い期間になってしまうということは避けられるのかなとい

う気がいたしますので、そこのところはご指摘を踏まえまして、少しそのような形で修正

をすべきかなと思っておりますが、逆に委員の皆様からご意見があれば頂戴できればと思

います。 

【大森座長】  ほかの委員の方、この点に関してどうですか。いずれか遅いほうという

形になろうと思うんですね。それは書きぶり、今、泉委員のご指摘のとおりだと思うので、

そこは事務局で表現ぶりを少し考えていただければと思います。ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。土志田委員、どうぞ。 

【土志田委員】  戻って恐縮なんですが、山崎委員から今お話がありました１０％、利

率の話でございますが、私も同意見で非常に過剰だという認識でございます。なぜならば、

先ほども出ましたように、請負という、受け負と書くことが問題なんだとは思っておるん

ですが、我々受注者と発注者では全く力関係が違うというところに私は問題があると、押

し切られてしまう可能性が十分あります。そういう中で、山崎委員おっしゃるように、そ

の時代時代、その時々の社会情勢、金利情勢を何か柱に決めていけるようなことが明記で

きるとありがたいなと、かように思っております。 

 以上でございます。 

【大森座長】  ありがとうございます。ご意見として、貴重なご意見を賜ったというこ

とで記録に残していただくことは可能ですよね。ありがとうございました。とりあえずは

１０％でもいいですか。 

【土志田委員】  それはご検討いただくということで。 
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【大森座長】  ありがとうございました。 

【仲田委員】  発注者の代表があまりいないので、どうしても発注者が不動産デベロッ

パーみたいなイメージで語られるんですけど、この民間の甲の約款とかは、一般消費者の

方も発注者として使うものです。そういうところをご考慮いただきたいというのと、ペナ

ルティーが１０％なのは、受注者側だけじゃなくて発注者側もなっているので、もしそれ

を見直すのであれば、公平にしなければおかしいと私は考えます。 

【大森座長】  ありがとうございます。皆様方、貴重なご意見をいただいていますので、

今後の見直しのときはぜひご考慮いただければ。 

 この件に関してですか。 

【泉委員】  １０％が高いということですが、受注者側からしても、実務では、違約金

のところは、民法でいう損害賠償の予定という理解をしていまして、あまり利率を下げて

しまいますと、そうじゃない、損害賠償の予定じゃないとなると、違約金以外でも損害を

証明すれば、かかった費用、損害は全部賠償しなきゃいけないということになってしまい

ますので、そう解釈されないちょうどいいところが１０％であり、今の理解は損害賠償の

予定なので、これ以上の損害があっても１０％ぽっきりですよ、マックス１０％ですよと

いう形で実務は処理していますので、あまり低くするのもいかがなものかというところで、

１０％というのは、適切かと思います。昔は遅滞日数に応じて代金の１,０００分の１です

から、年率３６.５％だったところを１０％に下げてきたという経緯がありますが、妥当な

ところかなという気もしないではありません。参考までにということです。 

【大森座長】  ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。済みません、先に手

が挙がったものですから。 

【笹井オブザーバー】  公共の５７条、参考資料１で言いますと４９ページになります

けれども、について幾つか申し上げたいと思います。 

 １つ目は、５７条１項の表現ぶりだけですが、これこれの「引渡しを受けた日から○年

以内に通知又は請求を行わなければ」の後に、例えば「種類または品質に関して契約の内

容に適合しないことを理由として」とか、「契約不適合を理由として」など書いたほうが

５７条の趣旨の意味内容が明確になるのではないかと感じました。 

 もう一つは、中身の点で、まず確認させていただきたいのですけれども、この請求なり

通知なりを例えば２年以内にやった場合には、その後は消滅時効の規律に服するという理

解でよろしいでしょうか。 
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【大森座長】  どうでしょうか。 

【平林建設業政策企画官】  まず、５７条１項のところのご指摘につきましては、確か

におっしゃっていただいたとおり、契約不適合の定義は前のところで置いてございますの

で、契約不適合と書いていいのかなと思いますけれども、そういった文言を書いたほうが、

おっしゃるとおり、より趣旨がわかりやすい部分があろうかなと思っておりますので、特

段、委員の皆様、ほかの委員の皆様方から反対というご意見がなければ、そのような形で

修正をさせていただくべきかなと考えてございます。 

 ２点目につきましては、訴えの提起ということで言えば、通知を絡ませておりますので、

通知をしてから１年以内に請求をしていただくということではあるんですけれども、そこ

の部分につきましては、おっしゃるとおり、通知を絡ませた場合には通知を２年以内にし

て、場合によってはそこから１年以内、通知の場合には１年以内に請求をしていただくと

いうことでございますけれども、請求をしてから後につきましては、おっしゃっていただ

いているとおり、消滅時効、民法で言うところの知り得て５年の世界ということになるの

かなと理解をしているところでございます。 

【大森座長】  ありがとうございます。 

【笹井オブザーバー】  民法も同じように、通知をして、通知をすれば後は消滅時効の

規律に服するということになるんですが、民法の場合、通知さえすれば消滅時効期間の規

律に服するということになるんですけれども、この約款では請求という法的な性質を備え

た行為が必要ですので、例えば２年以内に損害賠償の請求をしたんだけれども、その後に

気が変わって代金減額請求をしたとか、そういった場面で、それは２年間の制限を超えて

存続するのか、幾つかシミュレーションが必要ではないかと思いましたので、問題の指摘

だけしておきたいと思います。 

【大森座長】  私の理解が追いつかなかったんですけど、もうちょっと言っていただけ

ると検討課題にさせていただくのにありがたいので、済みません、もう一度、今のを具体

的にお教えいただけるとありがたいんですけど。 

【笹井オブザーバー】  民法では、旧法でも同じですけれども、一定の期間内に、旧法

で言いますと瑕疵担保責任を追及するという意思表示をすることによって、そこで権利が

保存され、保存されれば、後は消滅時効の規律に服することになるわけです。 

 この約款では、５７条では、追完請求、損害賠償請求、代金減額請求、契約の解除とい

う４つの救済方法が、民法に従って規定されているわけですけれども、例えば２年だった
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ら２年以内に何らかの請求を行を行うことによって４つの救済手段全体について権利が保

存されて、あとは請求と異なる救済手段を選択することも可能なのか。例えば損害賠償請

求をしたのが２年以内であれば、ほかの救済手段を２年経過後に主張することができるの

かという問題があるのではないかと思ったのです。民法の場合は通知という法的な色づけ

がされていない行為だけすればいいので、その後の保存は全ての救済手段に共通するわけ

ですけれども、今回、請求という法的性質を伴う行為が必要ですので、こういう問題が起

こるのではないかと思った次第です。 

【大森座長】  ありがとうございます。よくわかりました。事務局のほうで検討、ディ

テール、相当テクニカルな話なんですけど、検討しないと、ここでは軽率にお答えしない

ほうがいいかと思いますけど、非常に貴重なご指摘です。 

【石川委員】  その問題については、事前に気になって私も少し検討していたところで

あります。改正民法のもとでは、不適合について通知をすることによって全ての救済手段

について権利が保存され、その後は一般の消滅時効に関する規律に服するということにな

りますが、今回の約款改正によって期間内に「請求」をしなければならないということに

なった場合に、今笹井さんがおっしゃられたように、請求されたもの以外の救済手段につ

いてはどのような扱いになるのかということが、解釈問題として残らざるを得ないという

ことになるかと思います。 

 もっとも、これは現在の約款に関してもおそらく存在している問題で、さらには民法の

旧６３７条との関係でも存在している問題ではあります。旧６３７条に関する下級審裁判

例では、担保期間内に修補請求がなされた後に、期間制限を超えて修補にかわる損害賠償

請求がなされたが、それが認められるのか否かが争われた事案で、そのような請求も認め

られる、との判断が示されています。つまり、期間内に修補請求を行っていれば、その他

の救済手段、ここでは修補にかわる損害賠償請求ですけれども、そちらについても権利が

保存されるという扱いになっておりました。 

 ただし、それが確定した判例ということでもありませんし、それ以外の解釈論の余地は

残されており、また解除や代金減額請求についても同様に権利が保存されるのかといった

点も含め、これらの問題は、旧法下でも解釈問題として残っていたところでありました。

このあたりを明確に規定するということができれば望ましいだろうと思いますし、現在の

約款でもあった問題でありますので、今回の改正に際してこの点を明確にするということ

は望ましいこと思いますけれども、条文の書きぶりなどについてはかなり工夫が必要なの
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ではないかと思います。いずれにしても、この辺りに関しましては考え方を整理しておく

ことがまずは必要だろうと思います。 

【大森座長】  ありがとうございます。この点に関しては、ほかの委員の方、何か足さ

れることとかありますか。 

 ありがとうございます。それでは、これはちょっとテクニカルな問題ですけど、重要な

問題ですので、ご検討いただくということにしたいと思います。 

【平林建設業政策企画官】  ご指摘を踏まえて整理をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

【大森座長】  ほかいかがでしょうか。どうぞ。 

【山崎委員】  下請契約約款なんですけど、参考資料４の２５ページですけど、設備機

器本体の契約不適合、これは引き渡しを受けた日から１年となっているんですけど、一方

で、公共工事とか民間工事も設備機器については引き渡しを受けてから１年、元請が瑕疵

担保責任を負わなきゃいけないんですけど、その間にどうしてもラグが出てくるんですね。 

 下請から元請の引き渡しを受けて、そこから例えば１年たって、それで全部が完成して

引き渡しましたと。元請が発注者に引き渡しましたというと、そこから１年さらに瑕疵担

保期間があるんですけど、その間にもし請求されても、元請は下請に何も言えない状態に

なるんですね。下請が選んだメーカーで、下請が買ったものなんですけど、下請から元請

に対しては、発注者から請求された段階で下請には何も言えないという状態が多分恒常的

に生ずると思うんですけど、そういったときにどうするのかということで、もともと２年

のほうは、括弧して○年と書いていて、下請契約約款で言うと４７条１項ですけど、○年

以内ということで、元請契約による契約不適合責任の期限に相応する数字を記入するとい

うことで、例えば２年であっても、下請から引き取ってから２年以上たったんだけど、自

分の瑕疵担保期間内だということであれば、当然、その部分も加味して下請との瑕疵担保

期間、例えば２年半としておくということができるんですけど、ここを１年と決め打ちさ

れてしまうと、その間のラグがあって、結局、元請は、発注者からは請求されちゃうんだ

けど、下請には請求できないという期間が当然想定されるんですけど、ここは１項と同じ

ように○年としておいて、元請の瑕疵担保責任に合わせるとすべきではないかと思うんで

すけど、いかがでしょうか。 

【大森座長】  事務局、何かありますか。 

【平林建設業政策企画官】  逆に、例えば建専連さんとかはどのように……。今日は建
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専連さんがお休みなので、そこのご意見なりも伺ってみたいなというところはありますけ

れども、逆に言うと、ここは今でもあり得る問題なのかなという気がしますが、少し考え

てみたいところは、１年という趣旨をもともとの、今ごらんいただいております参考資料

４の２５ページの４７条のところで、○年というところでありますが、それよりも短い期

間を設定するという趣旨は何らかの形で残しておく必要はあろうかなと思っておりますの

で、そこのところ、今日、下請の方がいらっしゃらないので、そこのご意見も少し聞いて

みながら考えさせていただければなと思います。 

【大森座長】  ほかの委員の方、いいですか。ただ、これは現行法でも同じなんですよ

ね、基本的には。 

【平林建設業政策企画官】  その意味では、今もこの問題は存在しているのではないか

と思っております。 

【大森座長】  だから、これは根本的に共通のベースにある問題という認識でいいです

か。 

 今日で最後だということからすると、１年か〇年かどっちかに決めないと。ただ、下請

法の趣旨からすると、引き渡したものを元請が発注者に引き渡してから何年という決め方、

基本的にはできないですね。むしろ、商品として、例えば設備が実験できるというか、実

際、試運転できる状況になったときから１年とか、そういうことはあり得るだろうとは思

うんですけど。だから、設備の機器本体ということが、設備が実際にシステムとして稼働

してみて初めてそこからスタート、それがほんとうの意味での引き渡しなのかどうか。こ

れは現在も同じ問題があって、引き渡しという言葉でいいのかどうか、という問題なのか

なという気はしているんですけど、いかがでしょうか。 

【山崎委員】  そういうふうに発注者に引き渡した日から１年と書いていただければ、

全然そごも生じないし、非常にいいかなと思うんですけど。 

【大森座長】  そういう趣旨の引き渡しということで設備本体はいいのか、それともほ

かの部材も、実は取りつけて直ちに機能が発揮するものもあればそうでないのもある。そ

ういうのは現在全く同じ状況なので、それをここで決めるというのは結構難しい。貴重な

ご指摘なんですけど、結構難しいなとは思います。 

【山崎委員】  ただ、設備については、今回初めて下請で書くので、２年とかそういう

ところについては、今までも○年ということで、元請の瑕疵担保期限に相応する数字とな

っていたので、今までは２年とか１年も含めて、全部、旧法の３３条２項で丸まっていた
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んじゃないかなと思うんですね。丸まっていたのを外に出しちゃって、そこを１年とする

と問題が顕在化するんじゃないかなと思いますが。 

【大森座長】  わかりました。３３条が○年になっているということからしてというこ

とですか。 

【山崎委員】  そういうことですね。 

【大森座長】  わかりました。その部分、事務局どうですか。 

【平林建設業政策企画官】  今日、残念ながら建専連の方がいらっしゃらないので、こ

の場で私どものほうでこうというのが申し上げづらいところではあるんですけれども、も

ともと確かに注書きのところで、全体的に○年となっていて、今で言うところの元請契約

における瑕疵担保責任の期限に相応する数字をという形になっておりましたので、その意

味では、おっしゃっていただいているような格好で○年と書いて、２項のところでは、も

ともとのところよりも１年なりという形で短くするという趣旨は何らかどこかに残す必要

はあるのかなとは思っておりますが、現行よりも悪化というんでしょうか、下請にとって

不利になるということではないのかなとは思っておりますので、一応私ども事務局で建専

連、下請さんに、こんな意見があったけれども、今と比べて、仮に注書きで○にして、こ

のような注を書くということでも、今よりも状況が悪化するということではないと思うけ

れども、それでよろしいかということを確認させていただきまして、それで問題がないと

いうことであれば、ご指摘のような格好で修正をさせていただくということで進めさせて

いただければと思っております。 

【大森座長】  ありがとうございます。今の取り扱いは、そんな回答で皆さんよろしい

ですか。ありがとうございます。 

 それでは、ほかに何かございますか。どうぞ。 

【泉委員】  今、下請標準約款に話が行ったので、下請標準約款、資料４なんですが、

一、二点なんですが、２３ページの解除に伴う措置の４３条と４４条なんですが、タイト

ルが「解除に伴う措置」というのが２つあるので、どっちかなというのがあるんですが、

ただ４４条は内容的に、下欄に書いてありますが、現行約款の３８条をそのまま引きずっ

ているようで、内容的には要らないかなという気がしました。４３条で足りているかなと

いう気はしますが、その辺ご検討願いたいということと、あともう１点は４３条２項です

ね。 

 まず、４３条１項では、元請人は、解除になったときには出来形部分を原則として引き
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取るという形。そして、２項で引き渡しを受けたときは代金を支払うということになって

おるんですが、そこのところに、民間標準約款では、発注者が受ける利益の割合に応じて

請負代金を支払うとなっていますので、例えば資料２の民間標準約款の２７ページの

３９条ですね。これは新しく改正民法の６３４条を取り入れて、「受ける利益の割合に応じ

て受注者に請負代金を支払わなければならない」と民間標準約款ではなっていますが、基

本的にはそれと同じような形になるのかなと。この場合は発注者じゃなくて、元請が受け

る利益の割合に応じて請負代金を下請に支払うということになるのかなという感じがしま

すので、その辺もご検討いただければと思いますが。 

【大森座長】  事務局いかがでしょう。 

【平林建設業政策企画官】  まず、最初にご指摘いただきました下請約款の４４条のと

ころの見出しについては、確かに同じのが書いてございまして、４３条の解除に伴う措置

ということで共通見出しということでよろしいかと思いますので、４４条の見出しは削除

させていただくということでよろしいかなと思っております。 

 今いただいたお話なんですが、ここの部分につきましては、現行でも発注者、受注者の

関係と元下の関係というのは整理が異なっているところがございまして、元下の部分につ

いては、今ほとんどその意味では変えておりませんけれども、現行の取り扱いをそのまま

引っ張ってきているところがございますので、その意味では、もともとの民法の用語を踏

まえて、甲の約款では受ける利益の割合に応じてという文言を書かせていただいてはおり

ますけれども、もともと……。 

【大森座長】  事務局、いいですか。これは、書きぶりの問題のような気がします。な

ぜかというと、４３条は、ただし、その出来形が設計図書に適合しない場合は引き渡しを

受けない。つまり、設計図書に適合する出来形について請負代金を払えということなんで

す。実質において、利益を受けているときにというのとほとんど同じなんですね、書きぶ

り的には。表現が違うんですけど。だから、意味合いとしては、泉委員が懸念されること

はそんなにないのかもしれないですけど、一見するとそういうふうにも読めないわけでは

ないので、ひょっとすると書きぶりを少し合わせるのか、今のままでもうちょっとわかり

やすくするのかという検討になるのかもしれないですね。 

【平林建設業政策企画官】  座長、ご指摘ありがとうございます。確かにそういう感も

するところでございます。少し誤解を受けないといいますか、ご理解いただけるような書

きぶりを考えさせていただきたいと思います。 
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【大森座長】  泉委員、それでとりあえずよろしいですか。 

【泉委員】  わかりました。今、発注者が受ける利益の割合に応じてという言葉、文言、

民間標準約款の資料２の２７ページの３９条なんですけれども、こちら、元請契約には、

今の受ける利益の割合に応じて受注者に代金を支払うとあるんですが、頭に「発注者が」

というのは、発注者が受ける利益、誰の受ける利益とよく読めばわかるんですけれども、

条文では注文者がとなっていますので、発注者が受ける利益の割合に応じてとしていただ

ければなと思います。本来、「受ける利益の割合に応じて」との文言を入れると、実務はす

ごく混乱するのでいかがかなという気持ちがあります。改正民法では６３４条にその文言

はあるのですが、「注文者が受ける利益の割合」は何かというところが非常にファジーなと

ころがあって、どうかなとは思うんですが、改正民法に対応した改正ということでしよう

がないのかなと。「発注者が」というのを入れていただければと思います。 

【大森座長】  どうですか。 

【平林建設業政策企画官】  少なくとも、想定している主語は当然発注者でございます

ので、それを入れたほうがよいということで、特に反対意見がなければそのような形にさ

せていただこうと思います。 

【大森座長】  ただ、「発注者が」と１行目にあるんです、もう既に。次にまた「発注者

が」が出てくる。この「発注者が」が主語として受ける利益のほうにまで及んでいると読

むとこのままでいいんですけど、「発注者が」とダブルで入れたほうがわかりやすいという

ことであればいいんですけど、読めないこともないかなという気はするんですね。「発注者

が」と、基本的には主語２つ入れないというのが、ルールからすると。皆さん、どうです

か。法務省の笹井さん、どうですか。 

【笹井オブザーバー】  書きぶりですので、私から申し上げることではないかと思いま

すが、確かに大森座長おっしゃいましたように、「発注者が引き受けるものとし」から続い

ていますので、受ける利益の主体が発注者であるということは、解釈としては明確である

とは思いますけれども、必ずしも法律の条文を読み慣れたた方ばかりではないということ

も考慮して、わかりやすさという観点から、若干重複感はあるけれども、書き加えるかど

うかというご判断かなと思います。 

【大森座長】  ありがとうございます。皆さんいかがでしょう。入れてはいけないこと

はないので、入れたほうがいいというのであれば入れます。入れる方向で考えたい。この

場で決めたいと思いますが、いかがでしょう。 
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【泉委員】  「発注者の」受ける利益割合という表現もあるかも……。 

【大森座長】  わかりました。では、ご懸念が……。 

【泉委員】  ただ、条文は「発注者が、注文者が」になっているので……。 

【大森座長】  入れる方向で少しご検討いただきたい。 

【平林建設業政策企画官】  そのような形で追記をさせていただくということで対応さ

せていただきます。 

【大森座長】  ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。どうぞ。 

【山崎委員】  ここの受ける利益、前にも申し上げて、政権がかわって受ける利益がな

いと言われたらどうするんだみたいなことを言わせてもらって、民法の規定だからという

ことなんですけど、これは結局、出来形部分を引き受けたら、その割合部分は当然に払う

ということだろうと思うんですけど、そこが利益という言葉に引きずられて変な解釈をさ

れないように、そこら辺、きちんと周知するような形をぜひ、基本的には出来形の割合で

すよということをきっちり言ってほしいなと思いますけど。 

【大森座長】  今後の運用上のご意見ということでいいですね。 

【山崎委員】  そうです。 

【大森座長】  ありがとうございます。どうぞ。 

【笹井オブザーバー】  民法の６３４条につきまして、実務が混乱するんじゃないかと

か、受ける利益をめぐって紛争が生ずるのではないかというご指摘がございましたので、

６３４条の経緯につきましてご説明させていただきますと、これは、旧法下でもこういう

判例法理があり、しかもそれは最近形成された判例法理ではなくて、大審院時代から建築

請負の事案において途中で工事が終了してしまった場合に、本来であれば請負契約という

のは仕事が完成しなければ報酬がもらえないものですので、その原則をそのまま適用すれ

ば、途中で終わってしまった以上は請負人は何も報酬をもらえないことになるはずなわけ

ですけれども、しかし、社会経済的な利益であるとか、あるいは請負人の利益も考慮した

上で、既にできた既履行部分についての報酬を割合的に受けさせようということから、確

立してきたものです。 

 ６３４条は、その判例法理を引き継いだというものですので、特約で排除されていたと

いうことであれば別ですけれども、今までも何も特約がなければ、これまでも、少なくと

も裁判所にいけば、受ける利益の割合に応じて請負代金の支払いが得られるという法理が

適用されていたというものです。したがって、この点につきましては、特に実務を何か変
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えるものではないと理解をしているところです。 

【大森座長】  適切なご解説ありがとうございます。事務局も何かありますか。 

【平林建設業政策企画官】  その意味でいきますと、私どもとしても、これまでの判例

と違うことをするということではございませんので、今おっしゃっていただいた内容を解

説なりで少し示させていただいて周知をさせていただくということかなと思っております。 

 ここの部分が新しい６３４条になってどうなっていくのかというのは、またこれは判例

なりの蓄積を踏まえて、変わっていく部分があれば、それを反映していくということにな

ろうかと思いますけれども、当面につきましては、今笹井参事官からご説明いただいた内

容を解説書なりに書かせていただいて、その旨を周知していく。基本的には、出来形部分

ということで先ほどおっしゃっていただいたのを想定していることは間違いないのでござ

いますけれども、わかりやすく示していきたいなと考えてございます。 

【大森座長】  ありがとうございます。それでは、ほかには。どうぞ。 

【笹井オブザーバー】  全く別のところでございますけれども、今まで出ていなかった

解除のところにつきまして１点申し上げたいと思います。公共で言いますと４７条、４８条

あたりになりますが、参考資料１で言いますと３９ページ末尾からになります。 

 申し上げるところはその次のページになりますけれども、４７条の催告解除に関する規

定でして、新しく１号になったところ、もともとの１号が削除されて新しく１号になった

ところですが、ここでは催告解除の事由として、資金を使用したとき、工事の施工以外の

目的で資金を使用したとき、求められた書類の提出をしなかった場合、それから虚偽の記

載をして提出をしたときという３つが催告解除事由として挙げられております。 

 このうち後ろの２つ、書類を提出しなかったとか、あるいは虚偽の記載をして提出した

という場合には、催告すべき内容は明確でして、書類を出せとか、正しい記載をせよとい

うことになるのだと思うのですけれども、最初の、本来工事の施工のために使わないとい

けないお金を別の用途に使ってしまったという場合につきましては、これは催告によって

是正する余地があまり考えられないのではないかと思われまして、催告する余地がそもそ

もあまりないのではないかという感じがいたしますので、催告解除事由として適切なのか

どうかというのが１点疑問に思いました。 

 もう一つ、４８条、これは形式的なところですけれども、新しい１号が催告事由から無

催告解除事由になって、請負代金債権の譲渡が全体として無催告解除事由になりますので、

８号が１号に包摂されるのではないかという気がしたのですが、もしそうだとすると８号
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は不要なのではないかと思います。 

【大森座長】  事務局どうですか。 

【平林建設業政策企画官】  １点目の件につきましてご指摘ありがとうございます。こ

この部分は、その意味でいきますと、もともと譲渡制限特約自体について、それに違反し

たことをもとに戻すということが想定しづらいということで、催告から無催告に移した部

分とある意味では考え方が似てるのかなという気がいたしますので、ここの部分、委員の

皆様のご意見をお伺いして、確かに是正する部分がないということであれば、違うものに

使ってしまったら、それを直しようもないという気もいたしますので、委員の皆様方のご

意見をいただきまして、ここも無催告に整理したほうがいいということであれば、そのよ

うな形で整理をさせていただくのかなと思っておりますので、ご意見をいただければとい

うことでございます。 

 それからもう一つ、４８条８号のところでございますけれども、大多数のところは確か

に譲渡制限特約に違反して譲渡をしたときということでかぶってくる部分はあるとは思う

んですけれども、８号のところが１号のところでは拾い切れない部分があると思っており

まして、それは一応５条のところで、あらかじめ認めた場合には、ページでいきますと６ペ

ージ、参考資料１の６ページのところに譲渡制限特約の５条の規定がございますけれども、

ただし書きのところで、「ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでな

い」ということで、発注者が認める場合というのがあり得るわけでございますけれども、

この場合であっても、公共約款という性質上、その相手先が、発注者が認めるということ

は基本的にはないと思いますけれども、暴力団に債権を譲渡するということについては認

められないということだと思っておりますので、１号では拾い切れない。１項の規定には

違反していないんだけれども、出し先が暴力団に行った場合には、ここは無催告解除の整

理として残しておく部分があるのかなと思ってございます。 

【大森座長】  ありがとうございます。それでは、今日最後ですので、今の点、民間の

３３条でしたっけ、新しいほうの第１号の工事の施工、Ｂ型ですけど、施工以外に使用し

たときという、これはやはりご指摘のとおり、催告してもだめかなという感じはしますよ

ね。どうでしょう。無催告解除に持っていくことにしましょう。ありがとうございます。 

 それから、今の暴力団への譲渡というのは、事務局のご説明もまあまあそうかなという

気もするんですけど、笹井さん、どうですか。 

【笹井オブザーバー】  事務局がそういうお考えであれば、私から特に強い意見はござ
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いません。 

【大森座長】  ありがとうございます。それでは、事務局のご説明ということでいいで

すか。どうぞ、石川先生。 

【石川委員】  話を戻してしまって申しわけありませんが、先ほど笹井オブザーバーか

らご指摘があって議論になった公共の４７条１号、資金を工事の施工以外に使用した場合

について、これが無催告解除か催告解除かという問題ですけれども、この場合を無催告解

除と催告解除のいずれにするのかという問題に関しましては、軽微性の要件との関係につ

いても検討する必要があるのではないかと思います。 

 つまり、工事の施工以外に資金を使用したとしても、その額や態様などによっては軽微

性の要件の観点から催告解除事由を満たさない、軽微な不履行だと評価される場合もあり

得るのかもしれません。それに対しまして、この場合を無催告解除事由にしたとすると、

いかに少額であれ、施工以外に資金を使用した場合には無催告解除がなされ得るというこ

とになるかと思います。軽微性の要件を経由せずに直ちに無催告解除事由とするというこ

とでよろしいのかどうかという点を含めまして、この場合についてはどうような形で解除

の要件を定めるべきなのかということを、４７条１号の規定に関しては検討しておく必要

があるかと思います。 

【大森座長】  ありがとうございます。事務局、これはどう理解されていたんですか。

軽微性の問題は。考え方は２つあると思いますけど。とにかく使っちゃいけないというも

のを使っちゃうともうだめなんだという考え方と、いやいや、１万円ぐらいならいいんじ

ゃないかとか、１００万円ぐらいならいいんじゃない、多少軽微だったら目的外用途でも

いいんだ、それは考え方があると思う。事務局の基本的なこの案の考え方だけお示しいた

だけると皆さんもありがたいと思います。 

【平林建設業政策企画官】  ここの部分につきましては、このワーキングの中でも話が

あったような気もいたしますけれども、そもそも譲渡してはいけないという約束をしてそ

れに違反したということになりますので、その金額なり目的が仮に小さなものであったと

しても、絶対的な、例えば１万円とか、確かに１万円自体は大したことはないんだけれど

も、もともと約束していたことを裏切られたという信頼関係が崩壊したというところが非

常に大きな部分なのかなと思っておりますので、その点でいきますと、事務局としての解

釈ということで言えば前者になるのかなと思っておりまして、その意味では、軽微であろ

うが、そこは軽微というところに着目するものではない。約束がほごにされたということ
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に注目をすべき部分なのかなと思っているところでございます。 

【大森座長】  という前提のもとでの規定なんですけど、とりあえず今日決めなくては

ならないんですけど、石川先生、どうですか。 

【石川委員】  今のような趣旨ということでしたら、これを無催告解除事由として定め

るということに特に理論的な問題はないと考えます。 

【大森座長】  ありがとうございます。今の点に関しては、ほかの委員の方どうですか。

事務局の理解ということでよろしいですか。わかりました。 

 石川先生から貴重な、理屈的には、当然、ほかにもあり得るルールで大事なところです

けど、とりあえず事務局の案のほうでいいということでまいりましょう。ありがとうござ

います。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

【山崎委員】  ちょっと細かいことで恐縮なんですけど、民間の約款の甲の２３条、

１７ページなんですけど、２３条１項がよくわからなくて、受注者が発注者に検査を求め

て検査をするというところなんですけど、監理者の位置づけなんですけど、ほかのところ

は全部発注者というところに監理者を読みかえているんですけど、２３条１項だけが検査

を求めるところは発注者に読みかえがなくて、その次の発注者になぜか読みかえがあって、

これも読みかえてるんだか、体言を用言で読みかえているすごく変な規定なんですけど、

ここが検査を行う発注者に監理者を読みかえているのか、監理者は立ち会うだけで、最終

的な検査は発注者が行うと義務づけているのか、ここら辺がよくわからないんですけど、

どういうことなんでしょうか。 

【大森座長】  これは泉委員に答えていただいたほうがいいかな。これ、民間の約款に

合わせた規定ですよね。 

【平林建設業政策企画官】  さようでございます。 

【泉委員】  今、質問の趣旨が。２３条ですね。 

【大森座長】  ２３条で、括弧書きのことですよね。括弧書きになったときに、監理者

が例えば立ち会うといったら、発注者はもうやらなくていいのか、そういう趣旨ですよね。 

【山崎委員】  まず、検査を求める発注者には括弧書きがないので、検査を求めるのは

監理者に求めちゃいけないのか、その後の発注者は監理者と読みかえてるんだか読みかえ

てないんだかよくわからないんですけど、この２つ目の発注者というのは検査を行うんだ

と思うんですけど、その検査を行う発注者というのは監理者に読みかえているのか、監理
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者は立ち会うだけで、最終的な検査は発注者が行うと言ってるのか。 

【泉委員】  あくまでも検査は発注者検査で統一して……。 

【山崎委員】  ということなんですか。監理者はあくまで立ち会うだけ。 

【泉委員】  だけです。 

【山崎委員】  立ち会うだけ。 

【泉委員】  はい。という理解で、これは民間連合から来ていると思いますが、基本的

には、民間連合、発注者と受注者の契約なので、監理者がとるということはないというこ

とで、原則それを２者間に直していまして、あくまでもサポートする立場で書いているは

ずですが。 

【山崎委員】  でも、２項に行くと、その検査に合格しなくて再度検査をするときには

監理者の検査と言ってるんですよね。２３条２項。 

【大森座長】  私から補足しますと、これはもともと発注者と監理者の監理契約という

のがあって、そこで規定されていないことは監理者はやらないんです。だから、工事請負

契約で登場する役割と、発注者が監理者と契約している監理者の役割が必ずしも一致して

ないので、もし頼んでいる場合はこうだという規定で全部書きぶりを変えているんですね。

だから、ややこしいと言えばややこしいんですけど、どうしても監理契約に基づく監理者

に与えられた権限というものが工事請負契約約款とは必ずしも一致しない。この前提がな

いとちょっとわかりにくいかもしれませんけど、そういう前提で書かれているものである

ことは間違いないと思います。 

【山崎委員】  そうすると、その契約では２度目の検査は委託することがあるけど、最

初の検査は委託することがあり得ないという前提なんですか。 

【大森座長】  最初の検査は、立ち会いを委任した場合は監理者が立ち会うので、それ

も頼まれているときは監理者です。２度目も頼まれているときは監理者です。つまり、頼

まれていることによるということを言いたいんですよね。 

【山崎委員】  そうなってないですよね。１項はあくまで立ち会いだけに限定していて、

検査はどんなに委託をしていても発注者がやらなきゃいけないと書いていますよね、

２３条１項は。 

【大森座長】  ２３条１項ですね。 

【山崎委員】  はい。そこ、括弧書きがないから。ところが、２項に行くと、検査委託

をしていれば監理者が検査できるんですよね。その違いは何なんですか。つまり、１項は
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検査委託をもし民民間で仮にやったとしても、この標準約款上はできないと解釈するんじ

ゃないんですか。こう書いてある以上、読みかえ規定がない以上は。あくまで立ち会いだ

けはできますよ。でも、それ以外の検査は、１項の検査はできません。２項検査はできま

すとなっているように思うんですけど。 

【大森座長】  基本的にこれと違うことをやったときには、頼んだときには、発注者が

通知すればそれでいいというのが規定としてあるんですね。民間約款ではそうなっている

と思いますけど、今の形は確かに立ち会いと業務という形ですけど、その形ともし違う形

をつくるのであれば、通知しなさいというのがたしかどこかにあったと思うんですけど、

９条ですね。５項ですか。 

【泉委員】  通知ですか、異なることを委託したという。 

【大森座長】  そうそう。 

【泉委員】  第１条５項ですね。 

【大森座長】  １条５項でした。ごめんなさい。 

【平林建設業政策企画官】  ４ページでございます。参考資料２の１条５項。 

【大森座長】  １条５項、４ページですね。ここに書いてあることと違うときは、逆に

前もって通知することによってこの契約が自動的に変更される、もともとこういう仕組み

になっている。 

【山崎委員】  この前提として、当初の１回目の検査は委託できないけど、２回目の検

査は委託できるというのが原則……。 

【大森座長】  委託できないじゃなくて、委託しないで発注者がやるという前提なんで

す。だから、それをもし頼むというのであれば、１条５項で通知してください、こういう

仕組みになっている。 

【山崎委員】  それは９条の中で書いている。どこで書いてるんですか、その原則。 

【大森座長】  １条５項で違うことを頼んだらというので、２３条１項で発注者が立ち

会いのもとでという、要するに、立ち会い業務だけ決めてるんですよね。間違いないです

よね。ミスプリがあると話がややこしくなります。 

【平林建設業政策企画官】  事務局から補足をさせていただくと、少なくとも２３条の

今書いてございます発注者の後に括弧が開かれているところは、立ち会うで受けるのは変

でございますが、人間を置きかえているということでございますので、「発注者（発注者が

立会いを監理者に委託した場合は監理者」ということになりますので、事務局の理解です
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ので、もし間違っていれば逆にご指摘をいただければと思いますが、検査を求める対象は

発注者ということなんでしょうけれども、実際に検査を、その後、発注者は「速やかにこ

れに応じて受注者の立会いのもとに検査を行う」となっておりますけれども、発注者のと

ころに括弧が開いて、「監理者に委託した場合は監理者」となっておりますので、１回目の

ところも、発注者の方が検査を委託した場合には監理者ということは変わってないのかな

と思いますし、先ほどおっしゃられた２項のところは、引き続き合格しなかったときも発

注者（委託したときは監理者）ということでございますので、１回目も２回目も発注者が

委託をした場合には監理者が検査をするということは同じなのかなと思っております。 

【大森座長】  わかりました。書きぶりで、２３条１項の括弧書きが、「が立ち会う」と、

これ、誤記じゃない？ 

【平林建設業政策企画官】  そこは大変申しわけございません。誤記でございます。 

【大森座長】  「が立ち会う」が間違えているんですね。 

【山崎委員】  だから、発注者が本項の業務をと書けばいいんですね。 

【大森座長】  ありがとうございます。ほかいかがでしょう。 

【泉委員】  また担保期間のところなんですけれども、資料５の７ページ、故意・重過

失のところなんですけれども、これも確認といいますか、説明、解説レベルの話なんです

が、前回までは、故意または重過失のときは、「この限りでない」という表現であったのが、

今回の案では、「民法の規定による」と改めていただいて、そうしますと、ここにあります

７ページの３ポツのところには、消滅時効、１０年と５年の短いほうということしか記載

しておらないんですが、故意・重過失といいましても、この場合、不法行為責任ではなく、

契約責任、つまり契約不適合責任だと思いますので、「民法の規定による」とした場合には、

前回から申していて、しつこいようなんですけど、６３７条の知り得て１年以内通知とい

うのもあわせてかぶさってくるというところを、繰り返しになりますが、何度も申してお

りますが、故意・重過失１０年というと、実務では２年と決めていても、重過失がある、

この不適合は、重過失だろうと言われて、結局責任期間が１０年に延びるというケースが

結構ありますので、その辺は解説レベルでも、知り得て１年以内というのが被さるという

ことはきちんと入れておいていただければなと思います。 

【平林建設業政策企画官】  解釈としては、今、泉委員がおっしゃられたとおりかと思

いますので、ご指摘を踏まえて、解説なりでそのあたりのところを補足説明させていただ

きたいと存じます。 
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【大森座長】  いいですか。 

【泉委員】  はい。あと続いていいですか。また一、二なんですが、書面主義のところ

なんですけれども、民間約款の甲型のほう、資料２のほうをお話しさせていただくと、参

考資料２、民間標準約款の２４ページの３４条で、ここは法律上、無催告解除なので書面

をもって通知してというのはないんですが、前後の３３条、これはもともと書面をもって

通知してというのがあるんですが、それと後ろの３６条、書面をもって通知しというとこ

ろ、あと３７条もそうですね。２６ページの３７条も、催告によらない解除のところに、

「書面をもって発注者に通知して直ちに」ということで「書面をもって発注者に通知し」

というのが入っていますので、３４条も入れていただければなと思うことが１つで、関連

しまして、公共約款のほうなんですが、公共約款は民間約款と理由が違っていまして、公

共のほうは、資料１の３ページ、まず１条５項のところに書面主義の原則が書いてありま

す。「請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない」とい

うことで、ここに「催告」というのも入れていただければなと思います。今回の約款改正

には催告という行為が結構入ってきますので、公共約款のほうは、後ろには「書面をもっ

て」というのは入ってないですが、それはそれで今申した１条の書面主義のところで押さ

えておけばいいと思いますので、催告というのを１つ入れていただければなと思います。 

 以上です。 

【大森座長】  事務局どうですか。 

【平林建設業政策企画官】  ご指摘ありがとうございます。まず、甲、民間のほうでご

ざいますけれども、おっしゃるとおり、ほかのところには書面をもってというのが書いて

ございまして、ここだけ入れない理由というのはおそらくないかと思っておりますので、

特段違う意見がないようであれば、そのような形で、ここの３４条のところにも書面をも

ってというのを追記させていただくということにさせていただきたいと思います。 

 同じく公共の１条５項のところもおっしゃるとおり、今回、催告のところが追加になっ

ておりますので、ここのところも追記をさせていただくということかなと思ってございま

す。ご指摘ありがとうございます。 

【大森座長】  ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。 

【山崎委員】  書面というのは、当然、デジタル的に処理するのも入るんですか。 

【平林建設業政策企画官】  実務上としても、そこはもちろん入ってございます。条文

としては、公共でいきますと、一番最後でございますけれども、６１条というのがござい
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まして、参考資料１の５３ページでございますけれども、最後にバスクロ的に６１条、情

報通信の技術を利用する方法というのがございまして、書面により行わなければいけない。

その意味で言うと、ここも催告を追加しないといけないような気もいたしますが、法令に

違反しない限り、電子的な方法でいいですよというのがございます。ここで電子的な方法

についても全てカバーをしているという格好になってございます。 

【大森座長】  よろしいでしょうか。 

【山崎委員】  はい。 

【大森座長】  ありがとうございました。そのほかいかがですか。時間もちょうど１０分

前ぐらいで、大体ご意見もいただけたかなと思いますが、ほかにもしご発言がないようで

したら……。 

【泉委員】  １点だけ。申しわけございません。建設業法対応のところなんですが、改

正法、今年６月に成立しまして、施行が来年の１０月ということで、３点、工事を施工し

ない日、ないしは監理技術者補佐、それともう一つ、適正工期のところ、３つ入っていま

すが、これについてはどういう措置をお考えなのか、約款改正案を４月に出されるときに、

改正建設業法は４月からすぐ施行になってないわけなんですが、改正案を出されるときに、

何か注書きとかするんでしょうか。 

【平林建設業政策企画官】  私どもとしては、これは法律の改正の仕方と同じなんです

が、業界用語的ですけれども、２段階ロケット方式という形になりまして、基本的に今回

の民法改正を踏まえた部分は来年の４月１日に施行、建設業法を受けた、新旧でいきます

と点線で囲った部分でございますけれども、そこにつきましては１０月１日施行というこ

とで、施行日を分けて適用するという格好になってございますが、それをまとめて総会に

お諮りをしたいと考えてございます。 

【大森座長】  よろしいでしょうか。 

【泉委員】  はい。 

【大森座長】  ありがとうございます。それでは、ご意見もないようですので、本日、

委員の方々からいただいた貴重なご意見、これをもとに修正できるものは修正するという

形で、あと取り扱い等、具体的な内容につきましては、僣越ではございますけれども、私

にご一任いただければ大変ありがたいんですが、ご同意いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【大森座長】  ありがとうございます。それでは、そのように取り扱わせていただきた
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いと思います。 

 それでは、本日の議事はこれにて全て終了いたしました。進行を事務局にお返しいたし

ます。 

【平林建設業政策企画官】  委員の皆様、ありがとうございました。それでは、何か国

土交通省側から発言等ございますでしょうか。もしないようであれば、委員の皆様方に対

しまして、建設流通政策審議官の林より一言御礼を申し上げたいと思います。お願いいた

します。 

【林建設流通政策審議官】  委員の皆様、本日は大変熱心なご議論をいただきましてあ

りがとうございました。本来であれば、局長の青木が伺ってご挨拶申し上げるところでご

ざいますけれども、本日は所用のために欠席ということでございますので、私からかわっ

てご挨拶を申し上げたいと思います。 

 これまで５回にわたって非常に貴重なご意見、熱心な議論をいただきましてまことにあ

りがとうございました。今日もいろいろ事務局の準備が不足ということもあったのかもし

れませんが、いろいろ細かな点、ご指摘をいただきまして、これにつきましては、先ほど

大森座長からもお話がありましたように、事務局で再度調整をさせていただいて、ご意見

を伺いながら、最終的に総会にお諮りする案というのを座長とご相談させていただきなが

ら作成をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その過程にお

きましては、またいろいろご意見を賜ることもあるかもしれませんが、ご協力のほうお願

いいたします。 

 いずれにいたしましても、この間、非常に幅広いご議論をまとめていただきました大森

座長をはじめといたしまして、各委員の皆様方には大変お世話になりましてありがとうご

ざいました。この成果を今後の約款の改正に反映させていただきたいと思いますので、今

後ともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

【平林建設業政策企画官】  林建流審、ありがとうございました。 

 それでは、今、林から申し上げましたとおり、本日、委員の皆様方から頂戴いたしまし

たご意見をもとに、大森座長のもと、ワーキングとしての取りまとめ案を作成させていた

だきまして、今後開催いたします中央建設業審議会総会にご報告をして総会でご審議をい

ただくということにさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。 

 それでは、ほかに特にないようであれば、これをもちまして本日は散会とさせていただ

きたいと思います。委員の皆様方におかれましては、本日を含め５回にわたりましてご多
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忙のところ、まことにありがとうございました。これをもって本ワーキング、終了とさせ

ていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


